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こ

っ
た

い

じ
ん

ぐ
う

べ

つ
ぐ
う

皇
大
神
宮
別
宮

月
讀
宮
以
下
四
別
宮

四
宮
と
も
南
に
面
し
て
お
ま

つ
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

東
か
ら
西

へ
順
次
、
宮
名
と
御
祭
神
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、

匙
蔵
荒
徘
尭
課
　
　
虞
蕎
事
謡
御み凛
②

鷺
　
蕎
　
課
　
　
匙
　
蕎
　
峯
①

伊
佐ざ
熟
嘔
課
　
伊
紫
誰
享
③

伊
佐ざ
奈な
嚇
課
　
伊
紫
鶴
事
④

と
な
り
ま
す
。
ご
参
拝
は
①
か
ら
④

へ
と
順
に
さ
れ
る
の
が

一

般
で
す
。

ず
ヽ

ち

ん

ざ

　

ち

一一、　
一硼
基
鰈
庄
補
理
　
伊
勢
市
中
村
町

外
宮
と
内
宮
を
結
ぶ
県
道

（御
幸
道
路
）
の
中
間
、
道
路
沿

い
の
こ
ん
も
り
と
茂

っ
た
森
の
中
に
御
鎮
座
に
な

っ
て
お
り
ま

す
。

ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
日
本
書
紀
で
は
、
月
讀
尊
は
そ
の
光
彩

（
ひ
か
り
う

る
わ
し
い
こ
と
）
が
、
天
照
大
御
神
に
一
ぐ
も
の
で
あ
る
と
た

た
え
て
お
り
ま
す
。
天
照
大
御
神
の
御
神
徳
は
、
「そ
の
光
華
明

彩
（ひ
か
り
う
る
わ
し
い
こ
と
）、飛
生
の
内
に
照て
り
徹
る
ほ
ど

で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
太
陽
に
た
と
え
て
表
わ
さ
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、
月
讀
尊
の
御
威
徳
は
、
そ
れ
に
つ
ぐ
も
の
と
し
て
、

月
に
な
ぞ
ら
え
て
、
お
た
た
え
し
た
も
の
と
拝
さ
れ
ま
す
。

皇
大
神
宮
の
第

一
の
別
宮
で
あ
る
撒
籍
雷
曜
は
融
哺
神
域
に
、

天
照
大
御
神
の
荒
御
魂
が
ま
つ
ら
れ
、
豊
受
大
神
宮
の
別
宮
多

錦
課
に
豊
艶
丸
徘
概
の
荒
御
魂
が
ま
つ
ら
れ
て
お
り
ま
す
よ
う

に
、
月
讀
宮
に
な
ら
ん
で
、
月
讀
尊
荒
御
魂
が
ま
つ
ら
れ
て
お

り
ま
す
。
荒
御
魂
と
は
、
神
様
の
御
魂
の
お
だ
や
か
な
御
姿
を

「和
魂
」
と
申
し
上
げ
る
の
に
対
し
て
、
時
に
の
ぞ
ん
で
格
別

に
顕
著
な
御
神
威
を
あ
ら
わ
さ
れ
る
御
魂
の
お
働
き
を

「荒
御

魂
」
と
た
た
え
ま
す
。

伊
佐
奈
岐
宮
、
伊
佐
奈
弥
宮
に
お
ま
つ
り
申
し
上
げ
る
伊
井

御ご

,aζ さ
コ に ヽ`

ネ申だ

つ
き

よ
み
の
み
や

外
宮
か
ら
二

・
八
ｋｍ
、
内
宮
か
ら

一
・
八
ｋｍ
の
位
置
に
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
一暴
参
道
口
に
は
国
道
二
十
二
号
線
が
通

っ
て
い

ま
す
。
外
宮

・
内
宮
循
環
バ
ス
を
ご
利
用
の
場
合
は
、
停
留
所

「中
村
」
で
下
車
、
北

へ
向

っ
て
徒
歩
約
五
分
で
、
参
道
入
口

に
達
し
ま
す
。
ま
た
近
鉄
五
十
鈴
川
駅
か
ら
は
、
南

へ
徒
歩
約

十
分
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

三
、
御
鎮
座
の
由
来

月
讀
宮
に
お
ま
つ
り
申
し
上
げ
る
駆
書
事
は
鵞
鷹
丸
徘
概
の

弟
神
で
あ
り
ま
す
。
外
宮
の
別
宮
月
夜
見
宮
の
御
祭
神
と
御
同

神
で
あ
り
ま
す
が
、
月
夜
見
宮
で
は

「月
夜
見
尊
」
の
文
字
が

用
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

月
讀
尊
の
徹
事
に
つ
い
て
は
、
日
本
書
記
窺
柾
ユ∝
鼈裁
測年
）

の
上
巻
に
、
伊
雅
雅
嘔
従
・伊
粋
雑
寿
従
二
柱
の
御み糠
神
が
、

天
照
大
御
神
を
お
生
み
に
な
ら
れ
、
次
に
月
讀
尊
を
お
生
み
に

な
ら
れ
梶
ヵ
館
酪
を
お
治
め
に
な
る
よ
う
に
と
、
ご
委
任
に
な



神
社
に
御
称
号
を
た
て
ま
つ
る
こ
と
は
御
祭
神
の
御
神
威
の
輝

き
に
よ
り
ま
す
。

こ
れ
を
敬
う

こ
と
い
よ
い
よ
あ

つ
け
れ
ば
、

神
の
御
稜
威
も

一
層
輝
き
を
ま
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。

月
讀
宮
以
下
四
所
の
み
や
し
ろ
は
、
第
五
十
代
桓
武
天
皇
延

暦
二
十
三
年

（
八
〇
四
）
に
、
神
宮
か
ら
上
進
し
た

「大
神
宮

儀
式
帳
」
に
は
、
「月
讀
宮

一
院
、
正
殿
四
区
」
と
記
さ
れ
、
一
口

い
の
端
埋
内
に
ま

つ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
四
宮

あ
わ
せ
て
月
讀
宮
と
よ
ば
れ
ま
し
た
。
伊
佐
奈
岐
宮
、
伊
佐
奈

弥
宮
に
宮
号
が
宣
下
さ
れ
ま
し
た
の
は
、
第
五
十
六
代
清
和
天

皇
貞
観
九
年

（八
六
七
）
八
月
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

第
六
十
代
醍
醐
天
皇
延
長
五
年

（九
二
七
）
に
、有
名
な
「
延

喜
式
」
が
上
奏
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
伊
佐
奈

岐
宮
、
伊
佐
奈
弥
宮
が
瑞
垣
を
め
ぐ
ら
し
た

一
院
を
な
し
、
月

讀
宮
、
月
讀
荒
御
魂
宮
が

一
院
を
形
成
し
て
お
り
ま
し
た
。

現
在
、
拝
す
る
よ
う
に
、
四
宮
そ
れ
ぞ
れ
が
瑞
垣
を
め
ぐ
ら

し
た
お
姿
に
な

っ
た
の
は
、
明
治
六
年
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

表 参 道 人 口

諾
尊
、
伊
井
再
尊
二
柱
の
神
は
、
大
八
洲
国
即
ち
日
本
の
国
土

及
び
山
川
草
木
を
お
生
み
に
な
ら
れ
た
の
ち
、
天
の
下
の
主
た

る
天
照
大
御
神
を
お
生
み
に
な
り
、
つ
づ
い
て
月
讀
尊
を
お
生

み
に
な
ら
れ
た
二
柱
の
作
隷
神
で
あ
り
ま
す
こ
と
は
、
申
す
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

以
上
の
四
別
宮
の
御
神
名
に
は

「尊
」
の
文
字
が
用
い
ら
れ

て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
日
本
書
紀
巻
第

一
で
、
神
々
の
御

事
を
の
べ
る
に
あ
た
り
、
「至

っ
て
貴
き
を
尊
と
い
い
、
そ
の
ほ

か
を
命
と
い
う
」
と
注
記
し
て
い
る
も
の
で
、
日
本
書
紀
の
文

字
づ
か
い
に
従

っ
て
お
り
ま
す
。

次
に

「
別
宮
」
と
申
し
ま
す
の
は
、
本
宮
と
の
間
柄
を
示
す

御
称
号
で
あ
り
ま
し
て
、
皇
大
神
宮
、
豊
受
大
神
宮
を

「本
宮
」

と
す
る
の
に
対
し
、
あ
た
か
も
本
家
に
対
す
る
分
家
の
意
味
で
、

別
宮
と
称
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

別
宮

の

「宮
」
は
宮
号
と
称
し
、
天
皇
の
思
し
召
し
に
よ
り
、

古
く
は
勅
書
を
も

っ
て
、
の
ち
に
は
官
符
を
も

っ
て
定
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を

「宮
号
宣
下
」
と
申
し
ま
す
。



続
日
本
紀
巻
三
十
二
に
、
「光
仁
天
皇
宝
亀
三
年

（七
七
二
）

八
月
の
条
に
は
月
讀
神
の
御
神
威
を
か
し
こ
み
、
そ
の
年
の
九

月
の
神
嘗
祭
か
ら
毎
年
の
神
嘗
祭
に
は
内
宮
の
荒
祭
宮
に
准
じ

て
、
神
馬
を
奉
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
、あ
る
の
を
は
じ
め
と
し

て
、
朝
廷
の
御
尊
崇
の
事
実
は
、
枚
挙
に
い
と
ま
あ
り
ま
せ
ん
。

延
喜
大
神
宮
式
に
、
こ
の
四
所
の
別
宮
に
対
ｔ
、
怜
計
を
「祈

年
、
月
次

（
六
月
、
十
二
月
）、神
嘗
の
御
祭
に
供
え
よ
」
と
、

あ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
今
日
に
お
い
て
も
、
年
中
恒
例
お
よ

び
臨
時
の
お
祭
は
、
正
宮
に
つ
い
で
鄭
重
に
奉
仕
さ
れ
て
お
り

ま
す
。四

、
恒
例
の
お
祭

当
官
は
、
正
宮
に
準
じ
て
、
鄭
重
に
お
祭
が
奉
仕
さ
れ
、
祈

鏡
徳
含
一月
）、
鷺
ん
箱
盆
ハ
月
、
十
二
月
）、
枇
鵠
猫
（
十
月
）、

締
幣
術
（
十

一
月
）
の
諸
祭
に
は
、
皇
室
か
ら
の
幣
畠
が
た
て
ま

つ
ら
れ
ま
す
。

五
、
式
年
遷
宮

二
十
年
毎

の
式
年
遷
宮
も
、
内
宮
と
ご
同
様
に
奉
仕
さ
れ
、

そ
の
日
時
は
天
皇
陛
下
の
お
取
り
定
め
を
仰

い
で
、
決
め
ら
れ

る
な
ら
わ
し
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
度
の
式
年
遷
宮
は
、
平
成
六

年
十
月
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

御
社
殿
は
南
に
面
し
、
そ
の
構
造
は
、
内
宮
に
準
じ
、
神
明

造
り
で
、
お
屋
根
は
警
華
、
鰹
神
は
六
本
、
東
西
両
端
に
は
、

内
宮
と
同
じ
く
内
削
ぎ

（水
平
切
）
の
千
本
が
高
く
そ
び
え
、

周
囲
に
は
瑞
垣
を
め
ぐ
ら
し
、
瑞
垣
御
門
と
鳥
居
が
あ
り
ま
す
。

遷
宮
の
た
め
の
御
敷
地
は
、
内
宮
、
外
宮
お
よ
び
諸
別
宮
と

も
、
東
西
に
な
ら
ん
で
お
り
ま
す
が
、
当
宮
に
限
り
、
地
勢
の

関
係
か
ら
、
南
北
に
設
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

徹
徐
屋ゃ
で
は
、
作
静
発
、
御
街
の
取
り
次
ぎ
、
ま
た
大ぉ
廂

・

守
祓
の
授
与
、
参
拝
証
印
の
押
捺
等
を
お
取
り
扱
い
し
て
お
り

ま
す
。

一
月

　

一
日

一
月
　
　
一二
日

二
月
　
十

一
日

二
月
　
十
八
日

五
月
　
十
四
日

六月　廿鳳日

八
月
　
　
四
日

十月　＝鳳日

十
一月二十四日

十二月　廿鳳日

十二月二十三日

御

　

餞幣

午
後
十
時
　
由
貴
夕
大
御
餞

午
前
二
時
　
由
貴
朝
大
御
餞

午
前
十
時
　
奉
　
　
　
　
幣

午
後
十
時
　
由
貴
夕
大
御
餞

午
前
二
時
　
由
貴
朝
大
御
餞

午
前
十
時
　
奉
　
　
　
　
幣

午
前
八
時
　
大

　

御

　

餞

午
前
十
時
　
奉
　
　
　
　
幣

午
後
十
時
　
由
貴
夕
大
御
餞

午
前
二
時
　
由
貴
朝
大
御
餞

午
前
十
時
　
奉
　
　
　
　
幣

午午
日」 ロリ

十 八

時 時

奉大
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